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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェブコンテンツのユーザが閲覧した領域の概観を示すサムネイル画像と、前記閲覧し
た領域のうちユーザの注目度が高い一部領域を縮小せずに切り出したトリミング画像とを
生成するコンテンツ画像生成部と、
　前記サムネイル画像及び前記トリミング画像を含む閲覧履歴画面を生成する閲覧履歴画
面生成部と、
　前記サムネイル画像及び前記トリミング画像を指定する閲覧操作にもとづき該指定され
た画像に対応する前記ウェブコンテンツを表示するコンテンツ閲覧操作制御部と、
　を備えていることを特徴とするウェブコンテンツ閲覧情報表示装置。
【請求項２】
　前記コンテンツ画像生成部は、前記ウェブコンテンツのレイアウト構成を解析し、前記
ウェブコンテンツを複数個のブロックに分割し、各ブロックの境界に従い前記サムネイル
画像および前記トリミング画像を切り出す領域を修正することを特徴とする請求項１に記
載のウェブコンテンツ閲覧情報表示装置。
【請求項３】
　前記閲覧履歴画面生成部は、同一のグループに属する前記ウェブコンテンツのタイトル
に共通する部分を省略した省略タイトルを生成し、前記省略タイトルを前記閲覧履歴画面
に配置することを特徴とする請求項１あるいは請求項２に記載のウェブコンテンツ閲覧情
報表示装置。
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【請求項４】
　前記閲覧履歴画面生成部は、前記閲覧操作に対応する前記ウェブコンテンツを過去の閲
覧経路に従い、閲覧経路にある前記ウェブコンテンツを示す前記タイトルあるいは前記ア
イコン画像あるいは前記サムネイル画像あるいは前記トリミング画像を前記閲覧履歴画面
に配置することを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかひとつに記載のウェブコ
ンテンツ閲覧情報表示装置。
【請求項５】
　前記閲覧履歴画面生成部は、ブックマークに登録されたウェブコンテンツのタイトルま
たはサムネイル画像を前記閲覧履歴画面に配置し、これらのうち選択されたものに対応す
るウェブコンテンツが過去に閲覧されている場合は、当該ウェブコンテンツと同一の前記
グループに属する前記ウェブコンテンツの前記タイトルあるいは前記サムネイル画像ある
いは前記トリミング画像を前記閲覧履歴画面に配置することを特徴とする請求項１ないし
請求項４のいずれかひとつに記載のウェブコンテンツ閲覧情報表示装置。
【請求項６】
　前記コンテンツ画像生成部は、前記ウェブコンテンツの変換コンテンツを複数のページ
に分割した分割ページの一覧を示すインデックスページから変換サムネイル画像と、変換
トリミング画像と、前記インデックスページと前記分割ページの対応関係に従ってインデ
ックスページ内の各分割ページに対応する領域を含む部分を切り出したブロック画像とを
生成し、
　前記コンテンツ閲覧操作制御部は、前記閲覧履歴画面に前記変換サムネイル画像及び前
記変換トリミング画像及びこのトリミング画像が変換されたウェブコンテンツから生成さ
れた画像であることを示す情報とを前記サムネイル画像及び前記トリミング画像の代わり
に配置し、前記閲覧操作に対応する変換サムネイル画像とその変換サムネイル画像に対応
する前記ブロック画像を配置したブロック選択画面を前記表示装置に表示し、
　前記閲覧操作制御部は、前記ブロック選択画面で選択された前記ブロック画像に対応す
る前記分割ページを前記表示装置に表示することを特徴とする請求項１ないし請求項５の
いずれかひとつに記載のウェブコンテンツ閲覧情報表示装置。
【請求項７】
　前記コンテンツ画像生成部は、前記変換コンテンツをネットワークを介して外部の装置
から取得することを特徴とする請求項６に記載のウェブコンテンツ閲覧情報表示装置。
【請求項８】
　ウェブコンテンツ閲覧情報表示装置が自律的にウェブコンテンツの閲覧情報を表示する
ウェブコンテンツ閲覧情報表示方法において、
　前記ウェブコンテンツ閲覧情報表示装置が、
　ウェブコンテンツのユーザが閲覧した領域の概観を示すサムネイル画像と、前記閲覧し
た領域のうちユーザの注目度が高い一部領域を縮小せずに切り出したトリミング画像とを
生成するコンテンツ画像生成工程と、
　前記サムネイル画像及び前記トリミング画像を含む閲覧履歴画面を生成する閲覧履歴画
面生成工程と、
　前記サムネイル画像及び前記トリミング画像を指定する閲覧操作にもとづき該指定され
た画像に対応する前記ウェブコンテンツを表示するコンテンツ閲覧操作制御工程と、
　を実行することを特徴とするウェブコンテンツ閲覧情報表示方法。
【請求項９】
　前記コンテンツ画像生成工程では、前記ウェブコンテンツのレイアウト構成を解析し、
前記ウェブコンテンツを複数個のブロックに分割し、各ブロックの境界に従い前記サムネ
イル画像および前記トリミング画像を切り出す領域を修正することを特徴とする請求項８
に記載のウェブコンテンツ閲覧情報表示方法。
【請求項１０】
　前記閲覧履歴画面生成工程では、同一のグループに属する前記ウェブコンテンツのタイ
トルに共通する部分を省略した省略タイトルを生成し、前記省略タイトルを前記閲覧履歴
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画面に配置することを特徴とする請求項８あるいは請求項９に記載のウェブコンテンツ閲
覧情報表示方法。
【請求項１１】
　前記閲覧履歴画面生成工程では、前記閲覧操作に対応する前記ウェブコンテンツを過去
の閲覧経路に従い、閲覧経路にある前記ウェブコンテンツを示す前記タイトルあるいは前
記アイコン画像あるいは前記サムネイル画像あるいは前記トリミング画像を前記閲覧履歴
画面に配置することを特徴とする請求項８ないし請求項１０のいずれかひとつに記載のウ
ェブコンテンツ閲覧情報表示方法。
【請求項１２】
　前記閲覧履歴画面生成工程では、ブックマークに登録されたウェブコンテンツのタイト
ルまたはサムネイル画像を前記閲覧履歴画面に配置し、これらのうち選択されたものに対
応するウェブコンテンツが過去に閲覧されている場合は、当該ウェブコンテンツと同一の
前記グループに属する前記ウェブコンテンツの前記タイトルあるいは前記サムネイル画像
あるいは前記トリミング画像を前記閲覧履歴画面に配置することを特徴とする請求項８な
いし請求項１１のいずれかひとつに記載のウェブコンテンツ閲覧情報表示方法。
【請求項１３】
　前記コンテンツ画像生成工程では、前記ウェブコンテンツの変換コンテンツを複数のペ
ージに分割した分割ページの一覧を示すインデックスページから変換サムネイル画像と、
変換トリミング画像と、前記インデックスページと前記分割ページの対応関係に従ってイ
ンデックスページ内の各分割ページに対応する領域を含む部分を切り出したブロック画像
とを生成し、
　前記コンテンツ閲覧操作制御工程では、前記閲覧履歴画面に前記変換サムネイル画像及
び前記変換トリミング画像及びこのトリミング画像が変換されたウェブコンテンツから生
成された画像であることを示す情報とを前記サムネイル画像及び前記トリミング画像の代
わりに配置し、前記閲覧操作に対応する変換サムネイル画像とその変換サムネイル画像に
対応する前記ブロック画像を配置したブロック選択画面を前記表示装置に表示し、
　前記閲覧操作制御工程では、前記ブロック選択画面で選択された前記ブロック画像に対
応する前記分割ページを前記表示装置に表示することを特徴とする請求項８ないし請求項
１２のいずれかひとつに記載のウェブコンテンツ閲覧情報表示方法。
【請求項１４】
　前記コンテンツ画像生成工程では、前記変換コンテンツをネットワークを介して外部の
装置から取得することを特徴とする請求項１３に記載のウェブコンテンツ閲覧情報表示方
法。
【請求項１５】
　コンピュータに、処理を実行させるウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラムにおいて
、
　前記コンピュータに、
　ウェブコンテンツのユーザが閲覧した領域の概観を示すサムネイル画像と、前記閲覧し
た領域のうちユーザの注目度が高い一部領域を縮小せずに切り出したトリミング画像とを
生成するコンテンツ画像生成処理と、
　前記サムネイル画像及び前記トリミング画像を含む閲覧履歴画面を生成する閲覧履歴画
面生成処理と、
　前記サムネイル画像及び前記トリミング画像を指定する閲覧操作にもとづき該指定され
た画像に対応する前記ウェブコンテンツを表示するコンテンツ閲覧操作制御処理と、
　を実行させることを特徴とするウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラム。
【請求項１６】
　前記コンテンツ画像生成処理では、前記ウェブコンテンツのレイアウト構成を解析し、
前記ウェブコンテンツを複数個のブロックに分割し、各ブロックの境界に従い前記サムネ
イル画像および前記トリミング画像を切り出す領域を修正することを特徴とする請求項１
５に記載のウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラム。
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【請求項１７】
　前記閲覧履歴画面生成処理では、同一のグループに属する前記ウェブコンテンツのタイ
トルに共通する部分を省略した省略タイトルを生成し、前記省略タイトルを前記閲覧履歴
画面に配置することを特徴とする請求項１５あるいは請求項１６に記載のウェブコンテン
ツ閲覧情報表示プログラム。
【請求項１８】
　前記閲覧履歴画面生成処理では、前記閲覧操作に対応する前記ウェブコンテンツを過去
の閲覧経路に従い、閲覧経路にある前記ウェブコンテンツを示す前記タイトルあるいは前
記アイコン画像あるいは前記サムネイル画像あるいは前記トリミング画像を前記閲覧履歴
画面に配置することを特徴とする請求項１５ないし請求項１７のいずれかひとつに記載の
ウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラム。
【請求項１９】
　前記閲覧履歴画面生成処理では、ブックマークに登録されたウェブコンテンツのタイト
ルまたはサムネイル画像を前記閲覧履歴画面に配置し、これらのうち選択されたものに対
応するウェブコンテンツが過去に閲覧されている場合は、当該ウェブコンテンツと同一の
前記グループに属する前記ウェブコンテンツの前記タイトルあるいは前記サムネイル画像
あるいは前記トリミング画像を前記閲覧履歴画面に配置することを特徴とする請求項１５
ないし請求項１８のいずれかひとつに記載のウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラム。
【請求項２０】
　前記コンテンツ画像生成処理では、前記ウェブコンテンツの変換コンテンツを複数のペ
ージに分割した分割ページの一覧を示すインデックスページから変換サムネイル画像と、
変換トリミング画像と、前記インデックスページと前記分割ページの対応関係に従ってイ
ンデックスページ内の各分割ページに対応する領域を含む部分を切り出したブロック画像
とを生成し、
　前記コンテンツ閲覧操作制御処理では、前記閲覧履歴画面に前記変換サムネイル画像及
び前記変換トリミング画像及びこのトリミング画像が変換されたウェブコンテンツから生
成された画像であることを示す情報とを前記サムネイル画像及び前記トリミング画像の代
わりに配置し、前記閲覧操作に対応する変換サムネイル画像とその変換サムネイル画像に
対応する前記ブロック画像を配置したブロック選択画面を前記表示装置に表示し、
　前記閲覧操作制御処理では、前記ブロック選択画面で選択された前記ブロック画像に対
応する前記分割ページを前記表示装置に表示することを特徴とする請求項１５ないし請求
項１９のいずれかひとつに記載のウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラム。
【請求項２１】
　前記コンテンツ画像生成処理では、前記変換コンテンツをネットワークを介して外部の
装置から取得することを特徴とする請求項２０に記載のウェブコンテンツ閲覧情報表示プ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Webコンテンツの閲覧技術に関し、特に、携帯電話やTV・リモコン環境にお
けるWebコンテンツ閲覧方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マウス等のポインティングデバイスおよびキーボード等の文字入力手段を入力機器とし
て備えるパーソナルコンピュータ（以下、「ＰＣ」と書く）環境下でのＷＷＷ（World　W
ide　Web）を通じて提供されるコンテンツ（以下、「Webコンテンツ」と書く）の閲覧は
、最早、一般的なものとなっている。
【０００３】
　例えば、第１の従来技術として、マイクロソフト社のインターネットエクスプローラー
（以下「IE」と書く）等の従来のPC向けのWebブラウザにおいては、ユーザが以前に閲覧
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したWebコンテンツを履歴として参照、再度アクセスする機能を備えている。IEでは履歴
情報として、WebコンテンツタイトルやURL情報を提示し、同じドメインのURL(Uniform　R
esource　Locator)や閲覧日時、回数、順序等に従った表示（グルーピング・ソート）方
法の切替を許すことで、可能な限り見つけ易い方法を提供している。
【０００４】
　また、第２の従来技術として、特許文献１に記載の文書表示装置においては、URLやWeb
コンテンツタイトルのみのブックマーク情報に、ユーザが登録した画像情報を付与し、表
現力を向上している。
【０００５】
　また、第３の従来技術として、非特許文献１に記載の履歴検索機構においては、アクセ
ス回数や選択文字列反転回数、長時間の入力有無（離席確認）などのユーザ動作を元に算
出したユーザのデータへの注目度や関連度に従い、検索結果をソート表示している。
【０００６】
　また、第4の従来技術として、Opera社のExtensible　Rendering　Architecture(ERA)や
特許文献3に記載のブラウザシステムおよびその制御方法においては、本来PC環境下での
閲覧のために作成されたWebコンテンツを、携帯電話やTV・リモコン環境で参照できるよ
うに元のWebコンテンツで使用されている画像サイズの調整やタグの変更・削除、複数のW
ebページへの分割、インデックスページ作成等のWeb整形・変換処理を行った上で、クラ
イアント端末に表示している。
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－２５１３３８号公報
【特許文献２】特開２００２－２５１３３８号公報
【非特許文献１】ユーザの動作履歴を基にしたデータ間関連度とデータ着目度算出機構の
構築、慶應義塾大学環境情報学部、情報処理学会第９９回システムソフトウェアとオペレ
ーティング・システム研究会
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　昨今では、テレビジョン番組の視聴（以下、「ＴＶ視聴」と書く）と同等の環境下での
Webコンテンツ閲覧手段を提供することで、Webコンテンツの閲覧をより広い層に普及する
ことや、TV視聴と連携した新たなWebサービスの創出を狙う動きも見られるようになって
きた。
【０００９】
　しかし、テレビジョン受像機とそれを操作するリモコンを用いた環境（以下、「TV・リ
モコン環境」と書く）下においては、従来のPCを用いたWeb閲覧と比べ、ディスプレイの
解像度は低く、視聴距離が長くなる傾向が大きいため、問題なく閲覧可能とするためには
文字サイズ等をある程度以上の大きさに保つ必要があり、結果、ディスプレイに一度に表
示できる情報量は少なくなる。
　また、マウスやキーボード等の入力機器と比べると、リモコンによる操作では細やかな
ポインティング操作は困難となり、文字の入力効率は低下する。
　このため、PCを用いた一般的なWeb閲覧方法をそのままTV・リモコン環境下でのWeb閲覧
に導入しようとすると、主に効率や分かり易さの観点からさまざまな問題が発生する。
【００１０】
　第１の問題点は、ユーザが閲覧履歴を辿り過去に参照したWebコンテンツを再度閲覧し
たいと考えた場合に、Webコンテンツに付随する情報がURLやWebコンテンツタイトルとい
ったテキスト情報のみであり、望むWebコンテンツを選別することが困難であるというこ
とである。
　その理由は、URLやタイトルといったテキスト情報のみでは、ユーザが望むWebコンテン
ツを選別するには表現力に欠けるためである。特に、同サイト内を閲覧した場合にはタイ
トルやURLの前半部分が同様の内容が一覧表示されることとなり、判別はより困難になっ
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てしまうためである。更に、携帯電話やTV視聴の環境においては、URLやタイトルといっ
たテキスト情報を一覧表示するだけでも大きな表示領域を占有することとなり、PC向けの
ブラウザでみられるような、画面左に閲覧履歴を表示し、選択したWebコンテンツを右画
面に表示するといった２画面構成をとることが困難となり、適当にWebコンテンツを選択
して実際のWebコンテンツを確認するといった操作を効率良く実現できないことも理由と
なる。
【００１１】
　第２の問題点は、アイコン画像や写真等をWebコンテンツに紐付けることで表現力の向
上を図る場合に、閲覧時にユーザによる登録の手間が発生するということである。
　更に、閲覧したWebコンテンツ全体を縮小したサムネイル画像を提示する場合、Webコン
テンツ全体の構成や雰囲気は判別可能となるが、同サイトのWebコンテンツなど、同じデ
ザインの似たWebコンテンツを見分けることは困難である。更にサムネイル画像について
は、最近増加している掲示板やブログといった縦に非常に長い構成となり得るWebコンテ
ンツにおいては、テキストのみでなくコンテンツ全体の雰囲気を判別するという本来の目
的についても機能しなくなるという問題もある。
　その理由は、閲覧時に自動的にWebコンテンツに紐付ける画像情報を取得する機構を備
えていないためである。また、Webコンテンツに紐付ける画像情報としてWebコンテンツ全
体像のサムネイル画像を取得する機構を備えていた場合にも、サムネイル画像のみの表示
では、テキストが縮小され判読不可能となり、詳細な内容を把握することができないため
である。
【００１２】
　第３の問題点は、ダイレクトポインティングの手段を備えていないリモコンや携帯端末
においては、一覧表示された履歴を辿っていく操作は効率が悪くなるということである。
また、閲覧日時やタイトル名、ドメイン等のWebコンテンツに付随する情報を用いて、ソ
ートやグルーピング処理を行うことで、多少の効率向上は望めるが、反って操作が複雑化
する恐れもある。
　その理由は、リモコンや携帯端末においては上下左右方向へのカーソル移動と決定、キ
ャンセルといった基本的な操作のためのボタンのみを備えていることが一般的であり、カ
ーソル移動を効率良く行うためのボタンを別途設けることが常に可能とは限らないためで
ある。また、ソートやグルーピング機能を提供した場合、ソート順切替やグループの選択
、階層移動といった操作が別途必要となるためである。
【００１３】
　第４の問題点は、ブックマーク登録しているコンテンツを起点に、過去に参照したコン
テンツに辿りつくことが困難な場合があることである。
　その理由は、ユーザは通常、掲示板やブログ等においてはトップページをブックマーク
で登録しており、個々の記事を記載しているコンテンツを全てブックマーク登録するユー
ザは稀であり、後日、何らかの記事を再度見たいとユーザが考えた場合に記事の内容につ
いてはある程度覚えていても、その記事をどこで見たか、どのように辿り付いたかといっ
た記憶が曖昧になっている可能性があるためである。
【００１４】
　第5の問題点は、Webコンテンツを変換して携帯電話やＴＶ・リモコン環境で参照する場
合に、変換（分割）された個々のWebコンテンツ内容を判別することが困難なことにある
。また、閲覧履歴から過去に参照した変換されたWebコンテンツを再度参照したい場合に
、再度元のWebコンテンツにアクセスする手間が発生することである。
　その理由は、変換（分割）された個々のWebコンテンツは、元のWebコンテンツに比べ画
像が小さく、また少なくなり、テキスト情報の画面内での比率が高くなることが多いため
、その外観からコンテンツ内容を判別することが困難になるためである。また、一般的な
Webコンテンツ変換では、分割された個々のWebコンテンツについての閲覧履歴を扱うこと
は考慮されておらず、閲覧履歴からユーザが目的の情報（元のWebコンテンツを構成する
、分割された単一のWebコンテンツ）を指定する手段を備えていないためである。
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【００１５】
　第6の問題点は、Webコンテンツの変換処理をサーバで行う形態を採った場合、ユーザに
とって不要な待ち時間や通信料が発生する可能性があることである。
　その理由は、Webコンテンツにアクセスした際に、ユーザにとって不要な情報（元のWeb
コンテンツに含まれるが、ユーザは参照しない情報）も含めた通信処理が必要となるため
である。
【００１６】
　本発明の目的は、携帯端末やTV・リモコンといったディスプレイに表示できる情報量お
よび入力手段の機能がＰＣに比べて貧弱な環境下において、ユーザが閲覧履歴から自身の
望むWebコンテンツを容易に選別できる方法等を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の、ウェブコンテンツ閲覧情報表示装置は、過去の表示形態に基づいて少なくと
も１つのウェブコンテンツの各々から所定の規則で一部を切り出してサムネイル画像を生
成し、ウェブコンテンツのうち過去に表示された部分から少なくとも１つのトリミング画
像を生成するコンテンツ画像生成部と、ウェブコンテンツの各々に対応するサムネイル画
像及びトリミング画像を配置した閲覧履歴画面を表示装置に表示する閲覧履歴画面生成部
と、表示されたサムネイル画像及びトリミング画像の各々１つを指示する閲覧操作情報に
対応するウェブコンテンツを表示装置に表示するコンテンツ閲覧操作制御部とを備えてい
る（請求項１ないし請求項５）。
【００１８】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示装置によれば、コンテンツ画像生成部がユーザのWe
bコンテンツ閲覧時の動作から、ユーザが実際に目にした部分だけを切り出して縮小した
サムネイル画像と、ユーザが長時間閲覧していた部分、またリンクを押下した部分を切り
出したトリミング画像とを生成、保存し、閲覧履歴画面生成部が後日閲覧履歴参照時にこ
れらを配置した閲覧履歴情報画面を提示する。
　そのため、タイトルやURL、閲覧日時といった基本的な情報に加え、Webコンテンツにお
いてユーザが実際に閲覧した領域全体の構成や雰囲気を把握可能とするサムネイル画像と
、ユーザが特に意識的に閲覧していたと推測される一部の領域を、普段ユーザがWebコン
テンツを閲覧するのと同じ環境（主にテキストのサイズ）で確認できるトリミング画像と
を参照しながら、ユーザが望むWebコンテンツを選択することが可能となる。
【００１９】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示装置において、コンテンツ画像生成部は、ウェブコ
ンテンツのレイアウト構成を解析し、ウェブコンテンツを複数個のブロックに分割し、各
ブロックの境界に従いサムネイル画像およびトリミング画像を切り出す領域を修正するよ
うにしてもよい（請求項２）。
　このようにすれば、サムネイル画像およびトリミング画像を、ユーザにとってより内容
を把握し易いものとすることが可能となる。
【００２０】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示装置において、閲覧履歴画面生成部は、同一のグル
ープに属するウェブコンテンツのタイトルに共通する部分を省略した省略タイトルを生成
し、省略タイトルを閲覧履歴画面に配置するようにしてもよい（請求項３）。
【００２１】
　このようにすれば、同コンテンツグループにおいて、タイトルの一部の文字列が共通の
場合に、共通部分を省略して表示することで、特に表示領域の制限が厳しい環境下におい
て、ブログや掲示板等の同サイト内の先頭部分が共通のタイトルとなるWebコンテンツを
多数閲覧していた場合に、無駄な情報を排除して一覧性を向上することが可能となる。
【００２２】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示装置において、閲覧履歴画面生成部は、閲覧操作情
報に対応するウェブコンテンツを過去の閲覧経路に従い、閲覧経路にあるウェブコンテン
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ツを示すタイトルあるいはアイコン画像あるいはサムネイル画像あるいはトリミング画像
を閲覧履歴画面に配置するようにしてもよい（請求項４）。
【００２３】
　このようにすれば、閲覧期間やURLドメインによって絞りこんだWebコンテンツを確認し
ながら、各Webコンテンツの閲覧経路を提示、選択可能とすることで、ユーザが当該Webコ
ンテンツをどのような状況で閲覧するに至ったかを思い出す支援となると共に、最初のグ
ループ選択（絞り込み）を間違えていた場合にもグループ選択まで戻ることなく、閲覧経
路を辿って別のグループに属するWebコンテンツに移動することが可能となる。
　特に、共通の内容を扱ったブログや掲示板、ニュースサイトの記事をリンクを辿りなが
ら閲覧した場合には、その内容を扱った特定のWebコンテンツを探索する際に、正確なタ
イトルや閲覧期間、属するコンテンツグループ（サイト）を記憶していなくとも、関連記
事を扱ったWebコンテンツを一つ発見できれば、そこから閲覧経路を辿って、望みのWebコ
ンテンツに辿り付けることが期待できる。
【００２４】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示装置において、閲覧履歴画面生成部は、ブックマー
クに登録されたウェブコンテンツのタイトルまたはサムネイル画像を閲覧履歴画面に配置
し、これらのうち選択されたものに対応するウェブコンテンツが過去に閲覧されている場
合は、当該ウェブコンテンツと同一のグループに属するウェブコンテンツのタイトルある
いはサムネイル画像あるいはトリミング画像を閲覧履歴画面に配置するようにしてもよい
（請求項５）。
【００２５】
　このようにすれば、ブックマーク登録されたWebコンテンツをサムネイル画像を確認し
ながら選択可能となり、加えて、選択中のWebコンテンツに関連する閲覧履歴を併せて提
示、選択可能とすることで、直接閲覧履歴を選択して該当するWebコンテンツに移動する
ことが可能となる。
　その結果、ブックマーク登録されたWebコンテンツを選択し、そこから過去の記憶を思
い起こしながら望むページを辿る手間が軽減される。
【００２６】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示装置において、コンテンツ画像生成部は、ウェブコ
ンテンツの変換コンテンツを複数のページに分割した分割ページの一覧を示すインデック
スページから変換サムネイル画像と、変換トリミング画像と、インデックスページと分割
ページの対応関係に従ってインデックスページ内の各分割ページに対応する領域を含む部
分を切り出したブロック画像とを生成し、コンテンツ閲覧操作制御部は、閲覧履歴画面に
変換サムネイル画像及び変換トリミング画像及びこのトリミング画像が変換されたウェブ
コンテンツから生成された画像であることを示す情報とをサムネイル画像及びトリミング
画像の代わりに配置し、閲覧操作情報に対応する変換サムネイル画像とその変換サムネイ
ル画像に対応するブロック画像を配置したブロック選択画面を表示装置に表示し、閲覧操
作制御部は、ブロック選択画面で選択されたブロック画像に対応する分割ページを表示装
置に表示するようにしてもよい（請求項６）。
【００２７】
　このようにすれば、ユーザは、ページブロック選択画面で自身の望むWebコンテンツの
中の一部の情報（分割ページ）を直接選択することにより、閲覧時にインデックスページ
を辿って分割ページを選択するという手間を排除できる。
【００２８】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示装置において、コンテンツ画像生成部は、変換コン
テンツをネットワークを介して外部の装置から取得するようにしてもよい（請求項７）。
【００２９】
　このようにすれば、コンテンツ閲覧情報表示装置とコンテンツ変換を行う外部の装置と
の間の通信データ量が削減されるため、ユーザはより少ない待ち時間で自身の望む情報に
到達することが可能となる。
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【００３０】
　本発明のウェブコンテンツ閲覧情報表示方法は、過去の表示形態に基づいて少なくとも
１つのウェブコンテンツの各々から所定の規則で一部を切り出してサムネイル画像を生成
し、ウェブコンテンツのうち過去に表示された部分から少なくとも１つのトリミング画像
を生成するコンテンツ画像生成工程と、ウェブコンテンツの各々に対応するサムネイル画
像及びトリミング画像を配置した閲覧履歴画面を表示装置に表示する閲覧履歴画面生成工
程と、表示されたサムネイル画像及びトリミング画像の各々１つを指示する閲覧操作情報
に対応するウェブコンテンツを表示装置に表示するコンテンツ閲覧操作制御工程とを備え
ている（請求項８ないし請求項１４）。
【００３１】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示方法によれば、コンテンツ画像生成工程においてユ
ーザのWebコンテンツ閲覧時の動作から、ユーザが実際に目にした部分だけを切り出して
縮小したサムネイル画像と、ユーザが長時間閲覧していた部分、またリンクを押下した部
分を切り出したトリミング画像とを生成、保存し、閲覧履歴画面生成工程において後日閲
覧履歴参照時にこれらを配置した閲覧履歴情報画面提示する。
　そのため、タイトルやURL、閲覧日時といった基本的な情報に加え、Webコンテンツにお
いてユーザが実際に閲覧した領域全体の構成や雰囲気を把握可能とするサムネイル画像と
、ユーザが特に意識的に閲覧していたと推測される一部の領域を、普段ユーザがWebコン
テンツを閲覧するのと同じ環境（主にテキストのサイズ）で確認できるトリミング画像と
を参照しながら、ユーザが望むWebコンテンツを選択することが可能となる。
【００３２】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示方法において、コンテンツ画像生成工程では、ウェ
ブコンテンツのレイアウト構成を解析し、ウェブコンテンツを複数個のブロックに分割し
、各ブロックの境界に従いサムネイル画像およびトリミング画像を切り出す領域を修正す
るようにしても良い（請求項９）。
【００３３】
　このようにすれば、サムネイル画像およびトリミング画像を、ユーザにとってより内容
を把握し易いものとすることが可能となる。
【００３４】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示方法において、閲覧履歴画面生成工程では、同一の
グループに属するウェブコンテンツのタイトルに共通する部分を省略した省略タイトルを
生成し、省略タイトルを閲覧履歴画面に配置するようにしても良い（請求項１０）。
【００３５】
　このようにすれば、同コンテンツグループにおいて、タイトルの一部の文字列が共通の
場合に、共通部分を省略して表示することで、特に表示領域の制限が厳しい環境下におい
て、ブログや掲示板等の同サイト内の先頭部分が共通のタイトルとなるWebコンテンツを
多数閲覧していた場合に、無駄な情報を排除して一覧性を向上することが可能となる。
【００３６】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示方法において、閲覧履歴画面生成工程では、閲覧操
作情報に対応するウェブコンテンツを過去の閲覧経路に従い、閲覧経路にあるウェブコン
テンツを示すタイトルあるいはアイコン画像あるいはサムネイル画像あるいはトリミング
画像を閲覧履歴画面に配置するようにしても良い（請求項１１）。
【００３７】
　このようにすれば、閲覧期間やURLドメインによって絞りこんだWebコンテンツを確認し
ながら、各Webコンテンツの閲覧経路を提示、選択可能とすることで、ユーザが当該Webコ
ンテンツをどのような状況で閲覧するに至ったかを思い出す支援となると共に、最初のグ
ループ選択（絞り込み）を間違えていた場合にもグループ選択まで戻ることなく、閲覧経
路を辿って別のグループに属するWebコンテンツに移動することが可能となる。
　特に、共通の内容を扱ったブログや掲示板、ニュースサイトの記事をリンクを辿りなが
ら閲覧した場合には、その内容を扱った特定のWebコンテンツを探索する際に、正確なタ



(10) JP 4697491 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

イトルや閲覧期間、属するコンテンツグループ（サイト）を記憶していなくとも、関連記
事を扱ったWebコンテンツを一つ発見できれば、そこから閲覧経路を辿って、望みのWebコ
ンテンツに辿り付けることが期待できる。
【００３８】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示方法において、閲覧履歴画面生成部は、ブックマー
クに登録されたウェブコンテンツのタイトルまたはサムネイル画像を閲覧履歴画面に配置
し、これらのうち選択されたものに対応するウェブコンテンツが過去に閲覧されている場
合は、当該ウェブコンテンツと同一のグループに属するウェブコンテンツのタイトルある
いはサムネイル画像あるいはトリミング画像を閲覧履歴画面に配置するようにしても良い
（請求項１２）。
【００３９】
　このようにすれば、ブックマーク登録されたWebコンテンツをサムネイル画像を確認し
ながら選択可能となり、加えて、選択中のWebコンテンツに関連する閲覧履歴を併せて提
示、選択可能とすることで、直接閲覧履歴を選択して該当するWebコンテンツに移動する
ことが可能となる。
　その結果、ブックマーク登録されたWebコンテンツを選択し、そこから過去の記憶を思
い起こしながら望むページを辿る手間が軽減される。
【００４０】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示方法において、コンテンツ画像生成工程では、ウェ
ブコンテンツの変換コンテンツを複数のページに分割した分割ページの一覧を示すインデ
ックスページから変換サムネイル画像と、変換トリミング画像と、インデックスページと
分割ページの対応関係に従ってインデックスページ内の各分割ページに対応する領域を含
む部分を切り出したブロック画像とを生成し、コンテンツ閲覧操作制御工程では、閲覧履
歴画面に変換サムネイル画像及び変換トリミング画像及びこのトリミング画像が変換され
たウェブコンテンツから生成された画像であることを示す情報とをサムネイル画像及びト
リミング画像の代わりに配置し、閲覧操作情報に対応する変換サムネイル画像とその変換
サムネイル画像に対応するブロック画像を配置したブロック選択画面を表示装置に表示し
、閲覧操作制御工程では、ブロック選択画面で選択されたブロック画像に対応する分割ペ
ージを表示装置に表示するようにしてもよい（請求項１３）。
【００４１】
　このようにすれば、ユーザは、ページブロック選択画面で自身の望むWebコンテンツの
中の一部の情報（分割ページ）を直接選択することにより、閲覧時にインデックスページ
を辿って分割ページを選択するという手間を排除できる。
【００４２】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示方法において、コンテンツ画像生成工程では、変換
コンテンツをネットワークを介して外部の装置から取得するようにしてもよい（請求項１
４）。
【００４３】
　このようにすれば、コンテンツ閲覧情報表示装置とコンテンツ変換を行う外部の装置と
の間の通信データ量が削減されるため、ユーザはより少ない待ち時間で自身の望む情報に
到達することが可能となる。
【００４４】
　本発明のウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラムは、コンピュータに、外部から入力
されるウェブコンテンツを表示装置に表示する処理を実行させるウェブコンテンツ閲覧情
報表示プログラムにおいて、コンピュータに、過去の表示形態に基づいて少なくとも１つ
のウェブコンテンツの各々から所定の規則で一部を切り出してサムネイル画像を生成し、
ウェブコンテンツのうち過去に表示された部分から少なくとも１つのトリミング画像を生
成するコンテンツ画像生成処理と、ウェブコンテンツの各々に対応するサムネイル画像及
びトリミング画像を配置した閲覧履歴画面を表示装置に表示する閲覧履歴画面生成処理と
、表示されたサムネイル画像及びトリミング画像の各々１つを指示する閲覧操作情報に対
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応するウェブコンテンツを表示装置に表示するコンテンツ閲覧操作制御処理とを実行させ
るを実行させる（請求項１５ないし請求項２１）。
【００４５】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラムによれば、コンテンツ画像生成機能によ
りユーザのWebコンテンツ閲覧時の動作から、ユーザが実際に目にした部分だけを切り出
して縮小したサムネイル画像と、ユーザが長時間閲覧していた部分、またリンクを押下し
た部分を切り出したトリミング画像とを生成、保存し、閲覧履歴画面生成機能により後日
閲覧履歴参照時にこれらを配置した閲覧履歴情報画面提示する。
　そのため、タイトルやURL、閲覧日時といった基本的な情報に加え、Webコンテンツにお
いてユーザが実際に閲覧した領域全体の構成や雰囲気を把握可能とするサムネイル画像と
、ユーザが特に意識的に閲覧していたと推測される一部の領域を、普段ユーザがWebコン
テンツを閲覧するのと同じ環境（主にテキストのサイズ）で確認できるトリミング画像と
を参照しながら、ユーザが望むWebコンテンツを選択することが可能となる。
【００４６】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラムにおいて、コンテンツ画像生成処理では
、ウェブコンテンツのレイアウト構成を解析し、ウェブコンテンツを複数個のブロックに
分割し、各ブロックの境界に従いサムネイル画像およびトリミング画像を切り出す領域を
修正するようにしても良い（請求項１６）。
　このようにすれば、サムネイル画像およびトリミング画像を、ユーザにとってより内容
を把握し易いものとすることが可能となる。
【００４７】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラムにおいて、閲覧履歴画面生成処理では、
同一のグループに属するウェブコンテンツのタイトルに共通する部分を省略した省略タイ
トルを生成し、省略タイトルを閲覧履歴画面に配置するようにしても良い（請求項１７）
。
【００４８】
　このようにすれば、同コンテンツグループにおいて、タイトルの一部の文字列が共通の
場合に、共通部分を省略して表示することで、特に表示領域の制限が厳しい環境下におい
て、ブログや掲示板等の同サイト内の先頭部分が共通のタイトルとなるWebコンテンツを
多数閲覧していた場合に、無駄な情報を排除して一覧性を向上することが可能となる。
【００４９】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラムにおいて、閲覧履歴画面生成処理では、
閲覧操作情報に対応するウェブコンテンツを過去の閲覧経路に従い、閲覧経路にあるウェ
ブコンテンツを示すタイトルあるいはアイコン画像あるいはサムネイル画像あるいはトリ
ミング画像を閲覧履歴画面に配置するようにしても良い（請求項１８）。
【００５０】
　このようにすれば、閲覧期間やURLドメインによって絞りこんだWebコンテンツを確認し
ながら、各Webコンテンツの閲覧経路を提示、選択可能とすることで、ユーザが当該Webコ
ンテンツをどのような状況で閲覧するに至ったかを思い出す支援となると共に、最初のグ
ループ選択（絞り込み）を間違えていた場合にもグループ選択まで戻ることなく、閲覧経
路を辿って別のグループに属するWebコンテンツに移動することが可能となる。
　特に、共通の内容を扱ったブログや掲示板、ニュースサイトの記事をリンクを辿りなが
ら閲覧した場合には、その内容を扱った特定のWebコンテンツを探索する際に、正確なタ
イトルや閲覧期間、属するコンテンツグループ（サイト）を記憶していなくとも、関連記
事を扱ったWebコンテンツを一つ発見できれば、そこから閲覧経路を辿って、望みのWebコ
ンテンツに辿り付けることが期待できる。
【００５１】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラムにおいて、閲覧履歴画面生成処理では、
ブックマークに登録されたウェブコンテンツのタイトルまたはサムネイル画像を閲覧履歴
画面に配置し、これらのうち選択されたものに対応するウェブコンテンツが過去に閲覧さ
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れている場合は、当該ウェブコンテンツと同一のグループに属するウェブコンテンツのタ
イトルあるいはサムネイル画像あるいはトリミング画像を閲覧履歴画面に配置するように
しても良い（請求項１９）。
【００５２】
　このようにすれば、ブックマーク登録されたWebコンテンツをサムネイル画像を確認し
ながら選択可能となり、加えて、選択中のWebコンテンツに関連する閲覧履歴を併せて提
示、選択可能とすることで、直接閲覧履歴を選択して該当するWebコンテンツに移動する
ことが可能となる。
　その結果、ブックマーク登録されたWebコンテンツを選択し、そこから過去の記憶を思
い起こしながら望むページを辿る手間が軽減される。
【００５３】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラムにおいて、コンテンツ画像生成処理では
、ウェブコンテンツの変換コンテンツを複数のページに分割した分割ページの一覧を示す
インデックスページから変換サムネイル画像と、変換トリミング画像と、インデックスペ
ージと分割ページの対応関係に従ってインデックスページ内の各分割ページに対応する領
域を含む部分を切り出したブロック画像とを生成し、コンテンツ閲覧操作制御処理では、
閲覧履歴画面に変換サムネイル画像及び変換トリミング画像及びこのトリミング画像が変
換されたウェブコンテンツから生成された画像であることを示す情報とをサムネイル画像
及びトリミング画像の代わりに配置し、閲覧操作情報に対応する変換サムネイル画像とそ
の変換サムネイル画像に対応するブロック画像を配置したブロック選択画面を表示装置に
表示し、閲覧操作制御処理では、ブロック選択画面で選択されたブロック画像に対応する
分割ページを表示装置に表示するようにしてもよい（請求項２０）。
【００５４】
　このようにすれば、ユーザは、ページブロック選択画面で自身の望むWebコンテンツの
中の一部の情報（分割ページ）を直接選択することにより、閲覧時にインデックスページ
を辿って分割ページを選択するという手間を排除できる。
【００５５】
　上記ウェブコンテンツ閲覧情報表示プログラムにおいて、コンテンツ画像生成処理では
、変換コンテンツをネットワークを介して外部の装置から取得するようにしてもよい（請
求項２１）。
【００５６】
　このようにすれば、コンテンツ閲覧情報表示装置とコンテンツ変換を行う外部の装置と
の間の通信データ量が削減されるため、ユーザはより少ない待ち時間で自身の望む情報に
到達することが可能となる。
【発明の効果】
【００５７】
　本発明によれば、ユーザのWebコンテンツ閲覧時の動作から、ユーザが実際に目にした
部分だけを切り出して縮小したサムネイル画像と、ユーザが長時間閲覧していた部分、ま
たリンクを押下した部分を切り出したトリミング画像とを生成、保存し、後日閲覧履歴参
照時にこれらを配置した閲覧履歴情報画面提示する。
　そのため、タイトルやURL、閲覧日時といった基本的な情報に加え、Webコンテンツにお
いてユーザが実際に閲覧した領域全体の構成や雰囲気を把握可能とするサムネイル画像と
、ユーザが特に意識的に閲覧していたと推測される一部の領域を、普段ユーザがWebコン
テンツを閲覧するのと同じ環境（主にテキストのサイズ）で確認できるトリミング画像と
を参照しながら、ユーザが望むWebコンテンツを選択することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５８】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
　（１）実施の形態１
　本発明の第１の実施形態であるWebコンテンツ閲覧情報表示装置２０について説明する
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。本実施例の最大の要点は、閲覧履歴画面生成部５および閲覧動作取得部６およびコンテ
ンツ画像生成部７を備えることである。ユーザがWebコンテンツを閲覧している際に、閲
覧動作取得部６がユーザのWebコンテンツ閲覧に関する動作情報を取得し、コンテンツ画
像生成部７がユーザが閲覧しているWebページのサムネイル画像と、特にユーザが注目し
ていたと類推される領域を抜き出したトリミング画像を生成し閲覧動作情報とあわせて、
閲覧履歴情報記憶部８に保存する。後に、ユーザが閲覧履歴を参照する際に、閲覧履歴画
面生成部５が閲覧履歴記憶部８が保持する閲覧動作情報を参照し、過去参照したコンテン
ツのサムネイル画像とトリミング画像を参照可能とする閲覧履歴画面を生成する。
【００５９】
　Webコンテンツ閲覧情報表示装置２０の構成図を図１に示す。
　Webコンテンツ閲覧情報表示装置２０は、たとえばテレビジョン受像機であり、入力手
段１と、出力手段２と、コンテンツ閲覧操作制御部３と、ネットワーク通信部４と、閲覧
履歴画面生成部５と、閲覧動作取得部６と、コンテンツ画像生成部７と閲覧履歴情報記憶
部８を備える。
　コンテンツ閲覧操作制御部３は入力手段１によるユーザの操作を受信し、Webコンテン
ツ閲覧操作に関する情報をネットワーク通信部４と閲覧動作取得部６に、閲覧履歴参照操
作に関する情報を閲覧履歴画面生成部５に、閲覧中のコンテンツのレンダリング情報をコ
ンテンツ画像生成部７にそれぞれ出力する。更に、コンテンツ閲覧操作制御部３は、ネッ
トワーク通信部４からWebコンテンツを受信し、コンテンツ閲覧画面を描画し、出力手段
２に出力する。更に、コンテンツ閲覧操作制御部３は、閲覧履歴画面生成部５が生成した
画面情報を受信し、閲覧履歴参照画面を描画し、出力手段２に出力する。
【００６０】
　閲覧動作取得部６は、コンテンツ閲覧操作制御部３からのコンテンツ閲覧操作に関する
情報を受信し、タイトル、URL、閲覧開始日時、閲覧終了日時に加え、閲覧領域情報とし
て規定時間（例えば１秒）毎の画面上に表示されている領域（座標）を、リンク情報とし
てユーザにより選択されたリンクやボタン（リンクオブジェクト）の位置とそのリンク先
ＵＲＬ等を取得し、コンテンツ画像生成部７および閲覧履歴情報記憶部８に出力する。更
に、閲覧動作取得部６は、閲覧履歴情報記憶部８が保持する閲覧履歴情報を参照し、現在
閲覧中のWebコンテンツに関する閲覧履歴情報を探索し、当該Webコンテンツ閲覧履歴にお
ける閲覧領域情報を取得し、コンテンツ画像生成部７に出力する。
【００６１】
　コンテンツ画像生成部７は、コンテンツ閲覧操作制御部３からのレンダリング情報を受
信し、コンテンツ全体の画像ファイルを作成、保持する。更に、コンテンツ画像生成部７
は、閲覧動作取得部６からの閲覧領域情報およびリンク情報を受信し、コンテンツ全体の
画像から閲覧領域に従い切り出す部分を決定し、切り出した矩形領域を縮小したサムネイ
ル画像を生成し、履歴情報記憶部８に出力する。更に、コンテンツ画像生成部７は、閲覧
領域情報およびリンク情報に従い、コンテンツ内における注目領域を決定し、コンテンツ
全体画像から注目領域を含む部分を切り出したトリミング画像を生成し、閲覧履歴情報記
憶部８に出力する。
【００６２】
　閲覧履歴情報記憶部８は、たとえば、ハードディスク装置により構成され、閲覧動作取
得部６から受信するタイトルやURL、閲覧開始・終了日時情報と、コンテンツ画像生成部
７から受信する同コンテンツに対するサムネイル画像およびトリミング画像を紐付け、あ
わせて保持する。
【００６３】
　閲覧履歴画面生成部５は、コンテンツ閲覧操作制御部３からの閲覧履歴参照操作に関す
る情報を受信し、閲覧履歴情報記憶部８が保持する閲覧履歴情報を参照し、URLのドメイ
ン等に従いグルーピングした閲覧コンテンツを表すアイコン画像あるいは同サイト内の任
意のコンテンツのサムネイル画像を水平あるいは鉛直方向に閲覧日時や頻度に従い配置し
、同サイト内の各コンテンツを表すタイトル一覧あるいはサムネイル画像あるいはトリミ
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ング画像をもう一方の軸方向に配置することで、リモコンでの上下左右でのコンテンツ選
択を可能とする閲覧履歴画面を生成し、コンテンツ閲覧操作制御部３に出力する。
【００６４】
　入力手段１は、たとえば赤外線により操作指示を入力するためのリモートコントローラ
であり、チャンネルを選択するための数字が表示されたボタンやカーソルを上下左右に移
動させるための十字型のボタン等を備えているが、アルファベット等の文字を直接入力す
る機能は備えていない。
【００６５】
　出力手段２は、たとえば液晶ディスプレイ装置であり、Webコンテンツや受信したテレ
ビ番組を画像として表示する。ただし、その解像度は、ＰＣ用のものよりは低く、多くの
場合、ウェブコンテンツに含まれる文字をユーザが読み取れる大きさとすると、全体を一
画面に表示することは出来ない。
【００６６】
　ネットワーク通信部４は、たとえばＨＴＴＰ(HyperText　Transfer　Protocol)により
、インターネット３０を介して外部の装置、たとえばWebサーバからWebコンテンツを取得
し、コンテンツ閲覧操作制御部３に出力する。
【００６７】
　尚、図１に示す構成図は、Web閲覧を行うユーザが保持するクライアント端末が全ての
処理部を備える構成であるが、コンテンツ画像生成部７を外部サーバが保持し、コンテン
ツ提供側が自身の提供するWebコンテンツを効果的に把握できるサムネイル画像やトリミ
ング画像を生成して、配信する構成としても構わない。
【００６８】
　次に、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２０の動作例として、ユーザによるWebコンテン
ツ閲覧時に閲覧動作取得部６が取得する閲覧動作情報およびリンク情報、コンテンツ画像
生成部７が生成するサムネイル・トリミング画像、閲覧履歴画面生成部５が生成する画面
例を図示し、サムネイル画像およびコンテンツ画像生成の流れと、閲覧履歴画面について
詳細に説明する。
　図４に、ユーザが閲覧しているWebコンテンツの例を示す。
　Webコンテンツ１０３０は、特にニュースサイトや掲示板、ブログページ等で見られる
縦に長い構成となっている。Webコンテンツ１０３０をユーザが閲覧した場合、ディスプ
レイの表示領域（図４フレーム１０４０）には制限があり、Webコンテンツの内容を全て
一度に表示することは不可能であるため、ユーザは入力手段１を用いて、表示領域を移動
させることでWebコンテンツの内容を読み進めていくことになる。
　本例では、ユーザは表示領域をWebコンテンツの中央辺り（フレーム１０４１）に移動
させた後、しばらくしてから少しずつ下に移動してWebコンテンツの閲覧を進め、望みの
記事が終了した時点（フレーム１０４２）で、再度上に移動させてリンク１０４３を押下
して、別のWebコンテンツに移動したとする。
【００６９】
　閲覧動作取得部６は、規定時間毎にユーザのフレーム移動をトレースし、当該Webコン
テンツの閲覧が終了した（別コンテンツへ移動した、あるいはWeb閲覧自体を終了した）
際に、フレームの移動範囲から横幅Sxおよび縦幅Syを算出する。更に、閲覧動作取得部６
はユーザが当該コンテンツを閲覧中に、フレームが最も長い時間滞在していた領域の左上
の座標(Tx１,Ty１)を注目座標として、また別のWebコンテンツに移動する際に押下したリ
ンクのある座標(Tx２,Ty２)をリンク座標として取得する。
【００７０】
　コンテンツ画像生成部７は、当該Webコンテンツ全体の画像ファイルを作成、保持した
上で、表示領域幅Sx,Syに従って画像を切り出し、これを縮小したサムネイル画像１０５
０（図５）を生成し、閲覧履歴情報記憶部８に保存する。
　更に、コンテンツ画像生成部７は、注目座標(Tx１,Ty１)において、規定の横縦幅に従
い画像を切り出し、トリミング画像を生成、フレームが滞在していた時間とあわせて閲覧
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履歴情報記憶部８に保存する。本例では比較的小さいサイズのトリミング画像１０５１と
、大きいサイズのトリミング画像１０５２を生成し、あわせて保存している。
　更に、コンテンツ画像生成部７は、リンク座標(Tx２,Ty２)において、規定の横縦幅に
従い画像を切り出し、リンク画像１０５３を生成し、閲覧履歴情報記憶部８に保存する。
【００７１】
　尚、別のWebコンテンツに移動してからブラウザの「戻る」ボタン押下などにより、当
該Webコンテンツに戻り、再度閲覧を行った場合は、前述の例と同様にユーザのフレーム
移動をトレースし、フレーム移動範囲から横幅Sx'および縦幅Sy'を算出、それぞれ横幅Sx
および縦幅Syと比較し、値の大きい方をとる。つまり、例えばSx'＜SxかつSy'＞Syであれ
ば、表示領域幅はSx,Sy'に更新される。表示領域幅に更新がある場合は、再度サムネイル
画像を生成し、上書きする。また、同様に注目座標やリンク座標を取得し、トリミング画
像を生成、閲覧履歴情報記憶部８に保存する。トリミング画像については、完全に注目座
標あるいはリンク座標が一致しないかぎりは、先に保存していたトリミング画像を削除す
ることなく、複数枚を蓄積していくこととなる。
【００７２】
　次に図６に、ユーザが過去の閲覧履歴を参照する際に、閲覧履歴画面生成部５が生成す
る画面例を示す。閲覧履歴画面１０６０では、WebコンテンツをURLドメインにより同じサ
イト内のコンテンツと推測されるものをグルーピングし、その中でURLドメインの最も短
い（トップページであると推測される）Webコンテンツや閲覧時間が最も長いWebコンテン
ツ等を、それぞれのコンテンツグループの代表コンテンツとし、夫々のサムネイル画像を
横軸方向に配置する。
　本例では、Webコンテンツの閲覧日時に従いコンテンツグループを日単位でまとめた上
でタイトル順にサムネイル画像を横方向に配置している。画面１０６０では、画面中央の
サムネイル画像１０６１を選択中の状態であり、選択中のサムネイル画像に関する情報と
してタイトルやURL（矩形１０６２）を提示する。ユーザは、Webコンテンツの全体の構成
や雰囲気を把握できるサムネイル画像を確認しながら、左右方向操作によりWebコンテン
ツのグループを切り替えることが可能となる。
【００７３】
　更に、選択中のWebコンテンツのグループにおいて過去に閲覧したWebコンテンツのトリ
ミング画像として注目座標から生成した画像の中で最もフレーム滞在時間が長いトリミン
グ画像１０６３が縦方向に配置される。Webコンテンツ（トリミング画像）の配置順は、
コンテンツグループの絞り込み条件（たとえば「２００５年１１月３０日」を日付指定し
たとする）に従い、２００５年１１月３０日に閲覧したWebコンテンツを優先して閲覧時
間順に並べた後に、２００５年１１月３０日以外の日に閲覧したWebコンテンツ（トリミ
ング画像１０６４等）を閲覧時間順に並べ、上下方向操作による選択を可能とする。
【００７４】
　ユーザは、WebコンテンツのタイトルやURL、閲覧日時といった基本的な情報に加え、We
bコンテンツの一部内容を把握できるトリミング画像を確認しながら、望みのWebコンテン
ツを探索することが可能となる。更に、ユーザが下方向にWebコンテンツ選択を進めてい
くと、最初の絞り込み条件に該当しないWebコンテンツも選択可能であり、最初の絞り込
み条件を変更する手間をかけずに確認することが可能となる。
　尚、本例ではWebコンテンツの最初の絞り込み条件を閲覧日指定としているが、閲覧月
や年、タイトルの五十音順、アクセス回数などでも構わない。
【００７５】
　更に図７に、閲覧履歴画面生成部５が生成する別の画面例を示す。
　画面１０７０において、画面１０６０と同様、各コンテンツグループの代表的なWebコ
ンテンツのサムネイル画像を横方向に配置する。選択中のコンテンツグループに関する情
報として、同コンテンツグループが含むWebコンテンツを一覧表示するリスト１０７１を
表示し、上下方向操作でのWebコンテンツ選択を許す。Webコンテンツリスト１０７１には
、コンテンツタイトルに加え、各コンテンツを過去に閲覧した総時間を相対比較したグラ
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フ１０７２を提示している。Webコンテンツの配置順は、コンテンツグループのまとめ方
（たとえば「２００５年１１月」を月指定したとする）に従い、２００５年１１月に閲覧
したWebコンテンツを優先して閲覧時間順に並べた後に、２００５年１１月以外の日に閲
覧したWebコンテンツを閲覧総時間が長い順に並べている。ユーザは、上下方向操作によ
りWebコンテンツ選択を行いながら、選択中のコンテンツ（矩形１０７３）に対応するト
リミング画像１０７４を確認可能となる。
【００７６】
　更に図８に、閲覧履歴画面生成部５が生成する別の画面例を示す。
　画面１０８０において、各コンテンツグループの代表的なWebコンテンツのサムネイル
画像を縦方向に配置、上下方向操作によりコンテンツグループの選択を許す。各、サムネ
イル画像の横には代表WebコンテンツのタイトルやURL（矩形１０８６）に加え、同コンテ
ンツグループが含むWebコンテンツを示すアイコン画像１０８２を横方向に配置し、左右
方向操作による選択を許す。画面１０８０では、画面１０６０と同様、２００５年１１月
３０日に閲覧したWebコンテンツを表すアイコン画像を優先して左側に配置し、その後に
２００５年１１月３０日以外の日に閲覧したWebコンテンツ（アイコン画像１０８３）を
配置する。現在、選択中のWebコンテンツ（フォーカス１０８４）に対応する詳細情報と
して、画面右側にタイトルやURL、閲覧日時に加え、大きめのサムネイル画像１０８５を
確認可能となる。
　ここで、アイコン画像は、Webコンテンツに含まれているもので、そのコンテンツの提
供元を示す文字や図形を小サイズの画像データとしたものや、コンテンツグループが複数
のコンテンツを含む旨を明示するだけの機能に特化して予め用意した単純な矩形や丸型等
の画像データを示す。
【００７７】
　更に図９に、閲覧履歴画面生成部５が生成する別の画面例を示す。
　画面１０９０において、各コンテンツグループの代表的なWebコンテンツのサムネイル
画像を横方向に配置し、左右方向操作によりコンテンツグループの選択を許す。更に、選
択中のコンテンツグループが含むWebコンテンツ、夫々のサムネイル画像（サムネイル画
像１０９１等）を縦方向に配置し、上下方向操作でのWebコンテンツ選択を許す。更に、
各Webコンテンツのサムネイル画像の右側に、Webコンテンツに紐付けられるトリミング画
像１０９２を横方向に配置し、Webコンテンツを選択中の状態で、左右方向操作によるト
リミング画像選択を許し、選択中のトリミング画像に対応する位置を、サムネイル画像中
で強調表示（矩形１０９３）する。ユーザは一つWebコンテンツの全体像と、一部の詳細
情報をあわせて確認しながら、Webコンテンツの選択が可能となる。
【００７８】
　従って、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２０を用いれば、ユーザのWebコンテンツ閲覧
時の動作から、ユーザが実際に目にした部分だけを切り出して縮小したサムネイル画像と
、ユーザが長時間閲覧していた、またリンクを押下した部分を切り出したトリミング画像
とを生成、保存し、後日閲覧履歴参照時に提示することで、タイトルやURL、閲覧日時と
いった基本的な情報に加え、Webコンテンツにおいて実際に閲覧した領域全体の構成や雰
囲気を把握可能とするサムネイル画像と、ユーザが特に意識的に閲覧していたと推測され
る一部の領域を、普段ユーザがWebコンテンツを閲覧するのと同じ環境（主にテキストの
サイズ）で確認できるトリミング画像とを参照しながら、ユーザが望むWebコンテンツを
選択することが可能となる。
　更に、Webコンテンツを共通のURLドメインや閲覧期間等でグルーピングしたコンテンツ
グループと、そのグループに含まれるコンテンツ群を、サムネイル画像やトリミング画像
で表し、縦横の２軸に配置することで、リモコンや携帯電話等の上下左右ボタンでの操作
による閲覧履歴選択を可能とする。
【００７９】
　（２）実施の形態２
　次に、本発明の第２の実施形態であるWebコンテンツ閲覧情報表示装置２１について説
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明する。本実施例の最大の要点は、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２０の構成に加え、
閲覧履歴画面生成部５がタイトル修正部５１を備え、閲覧動作取得部６がレイアウト解析
部６１を備える点にある。
　レイアウト解析部６１が、閲覧中のWebコンテンツのレイアウト構造を解析し、サムネ
イル画像およびトリミング画像作成時の領域決定に補正を行う。更に、タイトル修正部５
１が、同じコンテンツグループに含まれるWebコンテンツ群においてタイトルの一部が同
じ場合に、タイトルの共通部分を省略することで、閲覧履歴画面を参照するユーザは、よ
りユーザにとって有効となりうる情報を確認しながら、自身の望むWebコンテンツ選択が
可能となる。
【００８０】
　Webコンテンツ閲覧情報表示装置２１の構成図を図２に示す。
　以下、図１のWebコンテンツ閲覧情報表示装置２０と異なる構成要素についてのみ説明
する。
　レイアウト解析部６１は、コンテンツ閲覧操作制御部３からのレンダリング情報を受信
し、Webコンテンツのレイアウトを解析、一つのWebコンテンツ構成するコンテンツを幾つ
かのブロックに分割し、ブロック位置に従い閲覧動作取得部６が算出する表示領域幅や、
注目座標およびリンク座標に補正を加える。表示領域幅の境界近くにブロックの境界があ
る場合、当該ブロック全体のうち表示領域に含まれる比率が規定の閾値を超える場合は表
示領域を当該ブロックにあわせて拡張し、逆に表示領域内にブロックの一部のみが含まれ
ている場合は当該ブロックを排除するように表示領域を縮小する。同様に、注目座標やリ
ンク座標の規定範囲内に、ブロックの境界がある場合、注目座標あるいはリンク座標を、
当該ブロックの領域にあわせ左あるいは右に移動させる。
　尚、レイアウト解析の手段としては、Webコンテンツを記述するHTML(HyperText
Markup Language)等の構造化文書の記述を解析する、レンダリングされたWebコンテンツ
の全体画像に対し画像処理を施して情報の分布によってクラスタリングを行う、Webコン
テンツ毎にレイアウト情報に関するテンプレートを用意する、コンテンツ提供側がレイア
ウト情報を付加情報としてWebコンテンツとあわせて提供する等、様々な方法が考えられ
るが、本発明ではいずれの方法を採っても構わない。
【００８１】
　タイトル修正部５１は、閲覧履歴画面生成時において、同じコンテンツグループに含ま
れるWebコンテンツ群において、タイトルの一部文字列が同じ場合に、タイトルの共通部
分を省略する。
【００８２】
　次に、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２１の動作例として、ユーザによるWebコンテン
ツ閲覧時に閲覧動作取得部６が取得する閲覧動作情報およびリンク情報、コンテンツ画像
生成部７が生成するサムネイル・トリミング画像、閲覧履歴画面生成部５が生成する画面
例を図示し、サムネイル画像およびコンテンツ画像生成の流れと、閲覧履歴画面について
詳細に説明する。
　図１０に、図４に示したWebコンテンツ１１００に対し、レイアウト解析部６１による
レイアウト構造を行った解析結果例を示す。Webコンテンツ１１００を破線で示す４つの
ブロック（ブロック１１０１～１１０４）で構成されているものと解析したとし、ユーザ
は、図４で示した例と同様の閲覧動作（図１１フレーム１１１０）をとったとする。表示
領域幅Sx,Syにおいて、ブロック１１１１の大部分の領域が含まれており、また注目点が
ブロック１１１１内にあることからブロック１１１１をユーザの注目の高いブロックと見
なし、表示領域の横幅Sxを、ブロック１１１１の右端の境界に従いSx２に変更する。更に
、表示領域幅Sx,Syに含まれるブロック１１１２の領域は少ないことから、表示領域の縦
幅Syを、ブロック１１１２の上端の境界に従いSy２に変更する。
　変更された表示領域幅Sx２,Sy２に従って画像を切り出し、これを縮小したサムネイル
画像（図１２ １１２０）を生成し、閲覧履歴情報記憶部８に保存する。更に、注目座標(
Tx１,Ty１)の規定範囲内に、ブロック１１１１の上端の境界が存在することから、注目座
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標を（Tx１,Ty３)に変更し、サムネイル画像１１２１を生成する。
【００８３】
　次に図１３に、閲覧履歴画面生成部５が生成する画面例を示す。
　画面１１３０において、各コンテンツグループの代表的なWebコンテンツのサムネイル
画像を横方向に配置する。選択中のコンテンツグループに含まれるWebコンテンツのトリ
ミング画像を縦方向に配置する。トリミング画像に付随するWebコンテンツの基本情報１
１３１では、タイトルから同コンテンツグループに属するWebコンテンツで共通するタイ
トル先頭部の「ニュースA」を省略し、表示している。図６の画面１０６０において、Web
コンテンツ１０６４のタイトル全文を確認できなかったが、画面１１３０では確認可能と
なっている。尚、本例では省略する部分がタイトルの先頭部となっているが、途中の文字
列を省略するようにしても良い。
【００８４】
　更に図１４に、閲覧履歴画面生成部５が生成する別の画面例を示す。
　画面１１４０において、各コンテンツグループの代表的なWebコンテンツのサムネイル
画像を縦方向に配置し、上下方向操作によりコンテンツグループの選択を許す。各、サム
ネイル画像の横には代表WebコンテンツのタイトルやURLに加え、同コンテンツグループが
含むWebコンテンツを示すアイコン画像を横方向に配置し、左右方向操作による選択を許
す。現在、選択中のWebコンテンツに対応する詳細情報として、画面右側にタイトルやURL
、閲覧日時に加え、大きめのサムネイル画像１１４１を確認可能となる。図８におけるサ
ムネイル画像１０８５と比べると、ブロックの先頭部分である記事のタイトルや冒頭部分
を読み取ることが可能となる。
【００８５】
　従って、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２１を用いれば、Webコンテンツ閲覧情報表示
装置２０において表示するサムネイル画像およびトリミング画像を、ユーザにとってより
内容を把握し易いものとすることが可能となる。
　更に、同コンテンツグループにおいて、タイトルの一部文字列が共通の場合に、共通部
分を省略して表示することで、特に表示領域に制限がある環境下において、ブログや掲示
板等の同サイト内の先頭部分が共通のタイトルとなるWebコンテンツを多数閲覧していた
場合に、無駄な情報を排除して一覧性を向上することが可能となる。
【００８６】
　（３）実施の形態３
　次に、本発明の第３の実施形態であるWebコンテンツ閲覧情報表示装置２２について説
明する。
　本実施例の最大の要点は、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２１の構成に加え、閲覧履
歴画面生成部５が閲覧経路選択生成部５２を備える点にある。閲覧経路選択生成部５２が
、閲覧履歴画面において選択中のWebコンテンツの閲覧経路を履歴情報記憶部８より取得
し、選択中のWebコンテンツの前後に配置、選択を許すことで、閲覧履歴画面を参照する
ユーザは、コンテンツグループに含まれるWebコンテンツを選択している際に、別のコン
テンツグループの選択操作に戻ることなく、選択中のWebコンテンツから以前に移動した
、あるいは選択中のWebコンテンツの前に閲覧していたWebコンテンツを辿ることが可能と
なる。
【００８７】
　Webコンテンツ閲覧情報表示装置２２の構成図を図１５に示す。
　以下、図２のWebコンテンツ閲覧情報表示装置２１と異なる構成要素についてのみ説明
する。
　閲覧経路選択生成部５２は、履歴情報記憶部８が保持するWebコンテンツの閲覧経路を
参照し、閲覧履歴画面において、Webコンテンツ選択時に当該Webコンテンツの閲覧経路に
従い、Webコンテンツが配置されている軸方向と鉛直方向（すなわち、コンテンツグルー
プが配置されている軸と平行）に、閲覧したWebコンテンツを示すテキスト、あるいはア
イコン画像、あるいはサムネイル画像、あるいはトリミング画像を配置し、選択を可能と
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する。
　更に、閲覧経路選択生成部５２は、選択中のWebコンテンツに対して、当該Webコンテン
ツに至ることとなったリンクを含むトリミング画像を、当該Webコンテンツの一つ前に閲
覧していたWebコンテンツを示す付加情報として提示する。
　更に、閲覧経路選択生成部５２は、閲覧経路を辿りWebコンテンツを選択していく際に
は、現在選択しているWebコンテンツと同じコンテンツグループに属すWebコンテンツを選
択可能とするように、選択中のコンテンツグループおよびWebコンテンツの表示を変更す
る。
【００８８】
　次に、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２２の動作例として、閲覧履歴画面生成部５が
生成する画面例を図１６に示し、閲覧履歴画面について詳細に説明する。画面１１６０に
おいて、各コンテンツグループの代表的なWebコンテンツのサムネイル画像を横方向に配
置し、左右方向操作での選択を可能とする。選択中のコンテンツグループに含まれるWeb
コンテンツのトリミング画像を縦方向に配置し、上下方向操作での選択を可能とする。更
に、Webコンテンツ選択時において、選択中のWebコンテンツ（トリミング画像１１６１）
の閲覧経路に従い、過去にユーザが実際に閲覧した順にWebコンテンツを示すトリミング
画像を横方向に配置、左右方向操作での選択を可能とする。
　画面１１６０の例では、サイト「ブログA」における過去に閲覧したWebコンテンツの中
で、「事件A」に関する記事を選択している状態であり、選択中のWebコンテンツ１１６１
の一つ左に配置されているWebコンテンツ１１６２は、Webコンテンツ１１６１の一つ前に
閲覧していたWebコンテンツを示し、Webコンテンツ１１６１に移動する際に押下したリン
ク周辺のトリミング画像が表示されている。
　また、ユーザの閲覧経路が、Webコンテンツ１１６１から別のページに移動した後、一
度Webコンテンツ１１６１に戻り、また別のリンクを選択して別のWebコンテンツに移動す
るといった経路となっている場合、画面１１６０の例のように同じWebコンテンツを示す
トリミング画像が複数配置されることになる（トリミング画像１１６１,１１６３）。
【００８９】
　図１７に、画面１１６０の状態から左方向の操作を一度試行した画面例を示す。
　Webコンテンツ１１６２を選択した状態となり、リンクを含むトリミング画像１１６２
に変わり、注目座標から生成したトリミング画像１１７１に切り替わる。選択中のWebコ
ンテンツ１１７１が属するコンテンツグループを示すサムネイル画像１１７２が画面上部
中央に来るようにサムネイル画像群がスクロールし、サムネイル画像１１７２で示すコン
テンツグループが含むWebコンテンツを示すトリミング画像を上下方向に配置しなおす。
画面１１７０の例では、Webコンテンツ１１７１はサイト「ブログB」で過去に閲覧したWe
bコンテンツの一つであり、Webコンテンツ１１６１と同様に「事件A」に関する記事とな
っている。
【００９０】
　従って、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２２を用いれば、閲覧期間やURLドメインによ
って絞りこんだWebコンテンツを確認しながら、各Webコンテンツの閲覧経路を提示、選択
可能とすることで、ユーザが当該Webコンテンツをどのような状況で閲覧するに至ったか
を思い出す支援となると共に、最初のグループ選択（絞り込み）を間違えていた場合にも
グループ選択まで戻ることなく、閲覧経路に辿って別のグループに属するWebコンテンツ
に移動することが可能となる。
　特に、共通の内容を扱ったブログや掲示板、ニュースサイトの記事をリンクを辿りなが
ら閲覧した場合には、その内容を扱った特定のWebコンテンツを探索する際に、正確なタ
イトルや期間、属するコンテンツグループ（サイト）を記憶していなくとも、関連記事を
扱ったWebコンテンツを一つ発見できれば、そこから閲覧経路を辿って、望みのWebコンテ
ンツに辿り付けることが期待できる。
【００９１】
　（４）実施の形態４
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　次に、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２３について説明する。本実施例の最大の要点
は、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２２の構成に加え、ブックマーク画面生成部９とブ
ックマーク情報記憶部１０を備える点にある。ブックマーク画面生成部９は、履歴情報記
憶部８が保持する閲覧履歴情報と、ブックマーク情報記憶部１０が保持するユーザが登録
しているブックマーク情報を紐付け、ブックマーク情報と履歴情報を併せて表示すること
で、ブックマーク登録しているWebコンテンツと同じコンテンツグループに属する過去に
閲覧したWebコンテンツを直接選択することが可能となる。
【００９２】
　Webコンテンツ閲覧情報表示装置２３の構成図を図１８に示す。
　以下、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２２と異なる構成要素についてのみ説明する。
　ブックマーク情報記憶部１０は、ユーザがお気に入りとして登録しているWebコンテン
ツのタイトルやURLをブックマーク情報として保持する。ブックマーク画面生成部９は、
履歴情報記憶部８が保持する閲覧履歴情報およびブックマーク情報記憶部１０が保持する
ブックマーク情報を参照し、ブックマーク登録されているWebコンテンツそれぞれに、関
連する履歴情報を紐付け、あわせて提示するブックマーク画面を生成する。
【００９３】
　次に、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２３の動作例として、ブックマーク画面生成部
９が生成する画面例を図１９に示し、ブックマーク画面について詳細に説明する。
　画面１１９０において、ブックマーク登録されているWebコンテンツのサムネイル画像
を横方向に配置し、左右方向操作での選択を可能とする。更に、選択中のブックマーク登
録Webコンテンツと同じコンテンツグループに含まれるWebコンテンツが閲覧履歴に在れば
、該当するWebコンテンツを示すトリミング画像を縦方向に配置し、上下方向操作での選
択を可能とする（トリミング画像１１９１）。
　画面１１９０の例では、「TV・ニュース」フォルダ内にブックマーク登録されている「
ニュースA」というWebコンテンツを選択している状態で、当該Webコンテンツを示すサム
ネイル画像の下に、サイト「ニュースA」内のWebコンテンツを閲覧日時が新しい順に配置
している。
　ユーザは、ブックマークを選択しながら、関連する閲覧履歴を確認でき、必要な場合は
、直接閲覧履歴を選択して該当するWebコンテンツに移動することが可能となる。
【００９４】
　更に図２０に、ブックマーク画面生成部９が生成する別の画面例を示す。
　画面１２００において、ブックマーク登録されているWebコンテンツのサムネイル画像
を横方向に配置し、左右方向操作での選択を可能とする。更に、選択中のブックマーク登
録Webコンテンツと同じコンテンツグループに含まれるWebコンテンツが閲覧履歴に在れば
、該当するWebコンテンツを示すタイトルを縦方向に一覧表示し、上下方向操作での選択
を可能とする（リスト１２０１）。
　更に、選択中のWebコンテンツ（フォーカス１２０２）を起点とした閲覧経路を左右方
向操作で辿ることを可能とする。画面１２００の例では、ブックマーク登録されている検
索システムAを選択中の状態で、リスト１２０１には検索システムAのトップページを先頭
に、実際にキーワードを入力した検索結果を示すWebコンテンツが一覧表示されている。
　画面１２００の例のように、検索キーワードがWebコンテンツタイトルに反映する検索
システムでは、使用したキーワードを直接確認することも可能となる。更に、検索結果か
ら移動したWebコンテンツを、タイトルやURLに加えサムネイル画像１２０３を確認しなが
ら、左右方向操作で選択することが可能となる。
【００９５】
　従って、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２３を用いれば、ブックマーク登録されたWeb
コンテンツをサムネイル画像を確認しながら選択可能となり、加えて、選択中のWebコン
テンツに関連する閲覧履歴を併せて提示、選択可能とすることで、直接閲覧履歴を選択し
て該当するWebコンテンツに移動することが可能となる。結果、ブックマーク登録されたW
ebコンテンツを選択し、そこから過去の記憶を思い起こしながら望むページを辿る手間が
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軽減される。
【００９６】
　（５）実施の形態５
　次に、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２４について説明する。本実施例の最大の要点
は、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２０の構成に加え、コンテンツ変換部１１とページ
ブロック選択生成部１２を備え、更にコンテンツ画像生成部７がブロック画像生成部７１
を備える点にある。コンテンツ変換部１１が、取得したWebコンテンツを携帯電話やＴＶ
・リモコン環境で快適に閲覧できるように、コンテンツの変換処理を行う。更に、ブロッ
ク画像生成部７１が、コンテンツ変換部１１が生成したインデックスページから、元のWe
bページから変換（分割）された各ページの内容を示すブロック画像を生成、閲覧履歴情
報記録部８に保存する。後に、ユーザが閲覧履歴を参照する際に、ページブロック選択生
成部１２が閲覧履歴記録部８が保持する閲覧動作情報を参照し、過去参照したWebコンテ
ンツのサムネイル画像とトリミング画像、ブロック画像を参照可能とするページブロック
選択画面を生成する。
【００９７】
　Webコンテンツ閲覧情報表示装置２４の構成図を図２１に示す。
　以下、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２０と異なる構成要素についてのみ説明する。
　コンテンツ変換部１１は、コンテンツ閲覧操作制御部３からのWebコンテンツ閲覧操作
に関する情報を受信し、ネットワーク通信部４を介して操作者が求めるWebコンテンツに
アクセスする。更に、コンテンツ変換部１１は、ネットワーク通信部４を介して受信した
Webコンテンツの内容（タグ構成や画像、レイアウト情報等）を解析し、画像の縮小・削
除・変換やタグの変更・削除、複数のコンテンツへのページ分割、分割したページを一覧
表示して任意のページを選択可能とするインデックスページの生成といった変換処理を実
行し、インデックスページと、インデックスページにおける各分割ページに対応する位置
に関する情報（リンク位置や、レイアウト情報）を、コンテンツ閲覧操作制御部３に出力
する。更に、コンテンツ変換部１１は、操作者のインデックスページでの閲覧操作を受信
し、操作内容（選択リンク）に対応した分割ページをコンテンツ閲覧操作制御部３に出力
する。
　Ｗｅｂコンテンツの変換は、取得したコンテンツのすべてに対して行ってもよいし、Ｐ
Ｃで閲覧することを想定して作成されたＷｅｂコンテンツ（以下、「ＰＣ向けＷｅｂコン
テンツ」という）に対してだけ行うようにしてもよい。例えば、取得したコンテンツがＨ
ＴＭＬタグのフルセットを使用している、ＪａｖａスクリプトやＦｌａｓｈを使用してい
る、大きいサイズの画像を使用している、といった場合にそのＷｅｂコンテンツがＰＣ向
けＷｅｂコンテンツであると判定することができる。
【００９８】
　閲覧動作取得部６は、コンテンツ閲覧操作制御部３からのインデックスページにおける
コンテンツ閲覧操作に関する情報を受信し、タイトル、URL、閲覧開始日時、閲覧終了日
時に加え、閲覧領域情報として規定時間（例えば１秒）毎の画面上に表示されている領域
（座標）を、リンク情報として押下されたリンクやボタンの位置とそのリンク先ＵＲＬ等
を取得し、コンテンツ画像生成部７および閲覧履歴情報記録部８に出力する。
【００９９】
　ブロック画像生成部７１は、閲覧動作取得部６からの閲覧領域情報およびリンク情報を
受信し、インデックスページ全体の画像から閲覧領域に従い切り出す部分を決定し、切り
出した矩形領域を縮小したサムネイル画像を生成し、履歴情報記録部８に出力する。更に
、ブロック画像生成部７１は、インデックスページと分割ページの対応関係に従い、イン
デックスページ内の各分割ページに対応する領域を決定し、インデックスページ全体画像
から各分割ページに対応する領域を含む部分を切り出したブロック画像を、全ての分割ペ
ージに対して生成し、閲覧履歴情報記録部８に出力する。
【０１００】
　ページブロック選択生成部１２は、閲覧履歴画面生成部５が閲覧履歴画面を生成する際



(22) JP 4697491 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

に、閲覧履歴情報記録部８にブロック画像を保持するコンテンツをインデックスページで
あるとして、閲覧履歴画面において該当するコンテンツのトリミング画像近辺にインデッ
クスページであることを明示するアイコン画像を配置すると共に、閲覧履歴画面において
Webコンテンツ選択時に、閲覧履歴画面生成部５からの出力を受信、ページブロック選択
画面の生成を開始する。更に、ページブロック選択生成部１２は、URLのドメインに従い
グルーピングした閲覧コンテンツのインデックスページを表すアイコン画像あるいはサム
ネイル画像を水平あるいは鉛直方向にコンテンツ名称や閲覧頻度に従い配置し、同コンテ
ンツ内の各分割ページを表すタイトル一覧あるいはブロック画像あるいはサムネイル画像
をもう一方の軸方向に配置することで、リモコンでの上下左右での閲覧箇所（分割ページ
）選択を可能とするページブロック選択画面を生成し、コンテンツ閲覧操作制御部３に出
力する。
【０１０１】
　次に、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２４の動作例として、ユーザによるWebコンテン
ツ閲覧時に、コンテンツ変換部１１が変換、生成するインデックスページおよび分割ペー
ジ、ブロック画像生成部７１が生成するブロック画像、ページブロック選択生成部１２が
生成する画面例を図示し、PC向けWebコンテンツに変換処理を行った場合のコンテンツ閲
覧操作から、ブロック画面生成の流れとページブロック選択画面について詳細に説明する
。
【０１０２】
　図２２に、ユーザが閲覧対象とするPC向けWebコンテンツの変換処理例を示す。
　コンテンツ変換部１１は、PC向けWebコンテンツ２０００の内容を解析し、文字や画像
のサイズの調整や、携帯電話やリモコン操作で対応が困難になるインタラクションを要求
する部分（JavaScriptやFlash等）の排除等、クライアント端末での閲覧環境に適したも
のとなるように構造化文書の修正を行う。その際、コンテンツ変換部１１は、単一のコン
テンツに含まれる情報量が、携帯電話やリモコン環境で閲覧するには過度になり、単一の
コンテンツ内での移動、必要な情報の探索が困難になる問題を緩和するために、複数の分
割ページ（図２２ Webコンテンツ２０１１～２０１４）に分割すると共に、分割ページの
一覧を記載し、任意の分割ページへの移動を可能とするインデックスページ（図２２ Web
コンテンツ２０２０）を作成する。
【０１０３】
　尚、分割ページ２０１１、分割ページ２０１２、分割ページ２０１３、分割ページ２０
１４は、それぞれPC向けWebコンテンツ２０００内のブロック２００１、ブロック２００
２、ブロック２００３、ブロック２００４に対応し、各ブロック内の情報を、クライアン
ト端末環境で閲覧しやすい形態に変換したものである。尚、本例では、インデックスペー
ジ２０２０は、元のPC向けWebコンテンツ２０００をそのまま縮小したイメージを備え、
各ブロックと分割ページに対するレイアウト情報を保持するものとしているが、各分割ペ
ージを呼び出すテキストリンクを表示するに留めるものも考えられる。
【０１０４】
　図２３に、ユーザが閲覧している変換処理されたWebコンテンツの例を示す。
　ユーザはPC向けWebコンテンツにアクセスした場合、コンテンツ変換部が生成したイン
デックスページ２１００を、PC向けWebコンテンツの全体像（目次）を示すものとして参
照し、ここから詳細を参照したいブロックを選択することで、より詳細な情報（本来のPC
向けWebコンテンツで記載されている内容）を参照することが可能となる。例えば、ユー
ザがインデックスページ２１００において、ブロック２１０１を選択、決定した場合、ブ
ロック２１０１に対応する分割ページ２１０２に遷移し、参照可能となる。また、分割ペ
ージ２１０２の参照時にブラウザの「戻る」ボタン押下などにより、インデックスページ
２１００に戻り、別のブロックを選択することや、分割ページ２１０２が含む別のWebコ
ンテンツへのリンクを押下して、別のWebコンテンツにアクセスすることが可能となる。
【０１０５】
　閲覧動作取得部６は、インデックスページ２１００におけるユーザの操作情報を取得す
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る。
　コンテンツ画像生成部７は、インデックスページ２１００全体の画像ファイルを作成、
保持した上で、サムネイル画像およびトリミング画像を生成、閲覧履歴情報記録部８に保
存する。更に、ブロック画像生成部７１は、インデックスページにおける各分割ページの
対応部分の全てに対して、規定の横縦幅に従い画像を切り出し、ブロック画像を生成、各
分割ページのブロック画像として閲覧履歴情報記録部８に保存する。本例では、全ての分
割ページに対するものとして４個のブロック画像（図２４、２２０１～２２０４）を生成
している。
【０１０６】
　次に図２５に、ユーザが過去の閲覧履歴を参照する際に、閲覧履歴画面生成部５が生成
する画面例を示す。
　閲覧履歴画面２３００では、WebコンテンツをURLドメインによりグルーピングし、各コ
ンテンツグループの代表コンテンツのサムネイル画像を横軸方向に配置する。更に、選択
中のWebコンテンツグループにおいて過去に閲覧したWebコンテンツのトリミング画像が縦
方向に配置される。
　本例では、PC向けWebコンテンツを含むドメイン（ニュースＡ）を選択中の状態にあり
、ニュースＡのトップページのサムネイル画像２３０２の下に、同サイト内のPC向けWeb
コンテンツのトリミング画像２３０３を縦方向に閲覧日時に従って配置、各トリミング画
像に対して、対応するWebコンテンツがPC向けのWebコンテンツである（インデックスペー
ジを備える）ことを明示するアイコン画像２３０１を表示している。
　ユーザは、上下方向操作によりWebコンテンツ選択を行いながら、選択中のコンテンツ
がPC向けのWebコンテンツであるかを確認可能となる。ユーザがPC向けのWebコンテンツを
選択、決定すると、選択したWebコンテンツについてのページブロック選択画面に遷移す
る。
【０１０７】
　次に図２６に、閲覧履歴画面から遷移する際に、ページブロック選択生成部１２が生成
する画面例を示す。
　ページブロック選択画面２４００では、閲覧履歴画面２３００からの遷移に対応してタ
イトル部２４０１で、選択中のWebコンテンツを含むコンテンツグループの代表コンテン
ツのURLを記述している。選択中のWebコンテンツを含むコンテンツグループに属するWeb
コンテンツ（インデックスページ）のサムネイル画像２４０２を横軸方向に配置する。本
例では、Webコンテンツのタイトル順にサムネイル画像を横方向に配置している。ページ
ブロック選択画面２４００では、画面中央のサムネイル画像２４０３を選択中の状態であ
り、選択中のサムネイル画像に関する情報としてタイトルやURLを提示する。
　ユーザは、Webコンテンツ（インデックスページ）全体の構成や雰囲気を把握できるサ
ムネイル画像を確認しながら、左右方向操作によりWebコンテンツ（インデックスページ
）を切り替えることが可能となる。
【０１０８】
　更に、選択中のWebコンテンツ（インデックスページ）から選択可能な全ての分割ペー
ジとして、各分割ページに対応するブロック画像２４０４が縦方向に配置される。分割ペ
ージ（ブロック画像）の配置順は、過去に閲覧した分割ページを優先して閲覧時間順に並
べた上で、閲覧していない分割ページを元のPC向けWebコンテンツでの表記順に並べ、上
下方向操作による選択を可能とする。
　ユーザは、分割されたページの見出しやURL、閲覧日時、閲覧履歴の有無といった基本
的な情報に加え、分割ページ（PC向けWebコンテンツの一部）の大局的な内容を把握でき
るブロック画像を確認しながら、望みの分割ページを探索することが可能となる。
【０１０９】
　更に、ユーザが下方向に分割ページ選択を進めていくと、過去に閲覧していなかった分
割ページ２４０５についてもブロック画像を確認しながら選択可能であり、以前にPC向け
Webコンテンツを閲覧した際に参照しなかった部分についても、おおまかな内容を確認す
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ることが期待できる。
【０１１０】
　ユーザは、ページブロック選択画面２４００で自身の望むPC向けWebコンテンツの中の
一部の情報（分割ページ）を直接選択することにより、閲覧時にインデックスページを辿
って分割ページを選択するという手間を排除できる。
　従って、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２４を用いれば、Webコンテンツを変換処理し
、元のWebコンテンツを分割、インデックスページを生成したものを閲覧した場合に、イ
ンデックスページに対してサムネイル画像およびトリミング画像を生成することに加えて
、分割された各ページへのリンク、内容に対応する部分についてインデックスページから
ブロック画像を生成、保存し、後日閲覧履歴参照時に元のWebコンテンツ（例えばＰＣ向
けコンテンツ）に関する情報を表示する際に提示することで、元のWebコンテンツを構成
する各ブロック（分割ページ）に関する閲覧履歴（閲覧の有無を含む）を確認しながら、
直接必要なブロックを選択してアクセスすることが可能となる。
【０１１１】
　尚、図２１に示す構成図は、Web閲覧を行うユーザが保持するクライアント端末が全て
の処理部を備える構成であるが、コンテンツ変換部１１を外部サーバが保持し、外部サー
バを介してPC向けWebコンテンツにアクセス、変換処理されたWebコンテンツ（インデック
スページや分割ページ）をクライアント端末で受信する構成しても構わない。
　このような構成の場合、クライアント端末側で直接、PC向けWebコンテンツを構成する
一部のブロック（分割ページ）を指定してアクセスすることで、クライアント端末とコン
テンツ変換処理部１１を保持する外部サーバ間の通信データ量が削減されるため、ユーザ
はより少ない待ち時間で自身の望む情報に到達することが可能となる。
【０１１２】
　（６）実施の形態６
　次に、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２５について説明する。本実施例の最大の要点
は、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２３の構成に加え、コンテンツ変換部１１とページ
ブロック選択生成部１２を備え、更にコンテンツ画像生成部７がブロック画像生成部７１
を備える点にある。コンテンツ変換部１１が、Webコンテンツを携帯電話やＴＶ・リモコ
ン環境で快適に閲覧できるように、コンテンツの変換処理を行う。更に、ブロック画像生
成部７１が、コンテンツ変換部１１が生成したインデックスページから、元のWebページ
から変換（分割）された各ページの内容を示すブロック画像を生成、閲覧履歴情報記録部
８に保存する。後に、ユーザがブックマークを参照する際に、ページブロック選択生成部
５１が閲覧履歴記録部８が保持する閲覧動作情報を参照し、過去参照したWebコンテンツ
のサムネイル画像とトリミング画像、ブロック画像を参照可能とするページブロック選択
画面を生成する。
【０１１３】
　Webコンテンツ閲覧情報表示装置２５の構成図を図２７に示す。
　以下、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２３、２４と異なる構成要素についてのみ説明
する。
　ページブロック選択生成部１２は、ブックマーク画面生成部９がブックマーク画面を生
成する際に、閲覧履歴情報記録部８にブロック画像を保持するコンテンツをインデックス
ページであるとして、ブックマーク画面において該当するコンテンツのトリミング画像近
辺にインデックスページであることを明示するアイコン画像を配置すると共に、ブックマ
ーク画面においてWebコンテンツ選択時に、ブックマーク画面生成部９からの出力を受信
、ページブロック選択画面の生成を開始する。更に、ページブロック選択生成部１２は、
ブックマーク登録しているWebコンテンツと同じコンテンツグループに属する（ドメイン
が同じである）閲覧コンテンツのインデックスページを表すアイコン画像あるいはサムネ
イル画像を水平あるいは鉛直方向にコンテンツ名称や閲覧頻度に従い配置し、同コンテン
ツ内の各分割ページを表すタイトル一覧あるいはブロック画像あるいはサムネイル画像を
もう一方の軸方向に配置することで、リモコンでの上下左右での閲覧箇所（分割ページ）
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選択を可能とするページブロック選択画面を生成し、コンテンツ閲覧操作制御部３に出力
する。
【０１１４】
　次に、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２５の動作例として、実施の形態５で紹介した
ものと同様のインデックスページおよび分割ページ、ブロック画像を閲覧履歴情報記録部
８が保持するものとして、ページブロック選択生成部１２が生成する画面例を図示し、ブ
ックマーク画面からページブロック選択画面に遷移する部分について詳細に説明する。
【０１１５】
　図２８に、ユーザが過去の閲覧履歴を参照する際に、ブックマーク画面生成部９が生成
する画面例を示す。
　ブックマーク画面２５００において、ブックマーク登録されているWebコンテンツのサ
ムネイル画像２５０２を横方向に配置する。更に、選択中のブックマーク登録Webコンテ
ンツと同じコンテンツグループに含まれるWebコンテンツが閲覧履歴に在れば、該当するW
ebコンテンツを示すトリミング画像２５０３を縦方向に配置する。
　本例では、PC向けWebコンテンツを含むドメイン（ニュースＡ）を選択中の状態にあり
、ニュースＡのサムネイル画像の下に、同サイト内のPC向けWebコンテンツのトリミング
画像を縦方向に閲覧日時に従って配置、各トリミング画像に対して、対応するWebコンテ
ンツがPC向けのWebコンテンツである（インデックスページを備える）ことを明示するア
イコン画像２５０１を表示している。
【０１１６】
　ユーザは、上下方向操作によりWebコンテンツ選択を行いながら、選択中のコンテンツ
がPC向けのWebコンテンツであるかを確認可能となる。ユーザがPC向けのWebコンテンツを
選択、決定すると、選択したWebコンテンツについてのページブロック選択画面に遷移す
る。
【０１１７】
　次に図２９に、ブックマーク画面から遷移する際に、ページブロック選択生成部１２が
生成する画面例を示す。
　ページブロック選択画面２６００では、ブックマーク画面２５００からの遷移に対応し
てタイトル部２６０１で、選択中のWebコンテンツを含むブックマーク登録されているWeb
コンテンツのURLを記述している。選択中のWebコンテンツを含むコンテンツグループに属
するWebコンテンツ（インデックスページ）のサムネイル画像を横軸方向に配置する。
【０１１８】
　ページブロック選択画面２６００では、画面中央のサムネイル画像を選択中の状態であ
り、選択中のサムネイル画像に関する情報としてタイトルやURLを提示する。ユーザは、W
ebコンテンツ（インデックスページ）全体の構成や雰囲気を把握できるサムネイル画像を
確認しながら、左右方向操作によりWebコンテンツ（インデックスページ）を切り替える
ことが可能となる。更に、選択中のWebコンテンツ（インデックスページ）から選択可能
な全ての分割ページとして、各分割ページに対応するブロック画像が縦方向に配置される
。
　分割ページ（ブロック画像）の配置順は、過去に閲覧した分割ページを優先して閲覧時
間順に並べた上で、閲覧していない分割ページを元のPC向けWebコンテンツでの表記順に
並べ、上下方向操作による選択を可能とする。
【０１１９】
　ユーザは、分割されたページの見出しやURL、閲覧日時、閲覧履歴の有無といった基本
的な情報に加え、分割ページ（PC向けWebコンテンツの一部）の大局的な内容を把握でき
るブロック画像を確認しながら、望みの分割ページを探索することが可能となる。更に、
ユーザが下方向に分割ページ選択を進めていくと、過去に閲覧していなかった分割ページ
についてもブロック画像を確認しながら選択可能であり、以前にPC向けWebコンテンツを
閲覧した際に参照しなかった部分についても、おおまかな内容を確認することが期待でき
る。



(26) JP 4697491 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

【０１２０】
　ユーザは、ページブロック選択画面２６００で自身の望むWebコンテンツの中の一部の
情報（分割ページ）を直接選択することにより、閲覧時にインデックスページを辿って分
割ページを選択するという手間を排除できる。
　従って、Webコンテンツ閲覧情報表示装置２５を用いれば、ブックマーク登録されたWeb
コンテンツの参照時に、関連するWebコンテンツに関する情報として、サムネイル画像お
よびブロック画像を提示することで、ブックマーク画面からWebコンテンツを構成する各
ブロック（分割ページ）に関する閲覧履歴（閲覧の有無を含む）を確認しながら、直接必
要なブロックを選択してアクセスすることが可能となる。
【０１２１】
　尚、図２７に示す構成図は、Web閲覧を行うユーザが保持するクライアント端末が全て
の処理部を備える構成であるが、コンテンツ変換部１１を外部サーバが保持し、外部サー
バを介してPC向けWebコンテンツにアクセス、変換処理されたWebコンテンツ（インデック
スページや分割ページ）をクライアント端末で受信する構成しても構わない。
　このような構成の場合、クライアント端末側で直接、PC向けWebコンテンツを構成する
一部のブロック（分割ページ）を指定してアクセスすることで、クライアント端末とコン
テンツ変換処理部１１を保持する外部サーバ間の通信データ量が削減されるため、ユーザ
はより少ない待ち時間で自身の望む情報に到達することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０１２２】
　本発明によれば、Webコンテンツ閲覧、特に携帯電話やTV視聴環境でのリモコン操作に
よるWebコンテンツ閲覧において、ディスプレイの表示領域に制限がある場合や、ダイレ
クトポインティング手段やキーボードを備えていない場合においても、ユーザが閲覧履歴
を参照する際に、タイトルやURLに加えて、過去にユーザが注目していたと推測される当
該Webコンテンツのサムネイル画像およびトリミング画像を提示する閲覧履歴画面および
ブックマーク画面を提供することで、ユーザの望む過去に閲覧したWebコンテンツへのア
クセスを容易とするといった用途に適用できる。
【０１２３】
　更に、携帯電話やTV視聴環境でのリモコン操作によるWebコンテンツ閲覧を想定して、W
ebコンテンツをより閲覧し易い形式に変換処理を行うサービスと連携する場合において、
変換前のWebコンテンツに対するのみでなく、元のWebコンテンツを分割した個別のコンテ
ンツに対する履歴情報を取得、単一のWebコンテンツを構成する各コンテンツを示すブロ
ック画像を提示する閲覧履歴画面およびブックマーク画面を提供することで、ユーザの望
む過去に閲覧したWebコンテンツの含む一部の情報へのアクセスを容易とするといった用
途に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】本発明の第１の実施形態であるWebコンテンツ閲覧情報表示装置の構成の一例を
示す構成図である。
【図２】本発明の第２の実施形態であるWebコンテンツ閲覧情報表示装置の構成の一例を
示す構成図である。
【図３】Webコンテンツの一例を示す説明図である。
【図４】Webコンテンツ閲覧動作取得処理の一例を示す説明図である。
【図５】Webコンテンツ画像生成処理の一例を示す説明図である。
【図６】閲覧履歴画面の一例を示す説明図である。
【図７】閲覧履歴画面の一例を示す説明図である。
【図８】閲覧履歴画面の一例を示す説明図である。
【図９】閲覧履歴画面の一例を示す説明図である。
【図１０】Webコンテンツのレイアウト解析結果の一例を示す説明図である。
【図１１】Webコンテンツ閲覧動作取得処理の一例を示す説明図である。
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【図１２】Webコンテンツ画像生成処理の一例を示す説明図である。
【図１３】閲覧履歴画面の一例を示す説明図である。
【図１４】閲覧履歴画面の一例を示す説明図である。
【図１５】本発明の第３の実施形態であるWebコンテンツ閲覧情報表示装置の構成の一例
を示す構成図である。
【図１６】閲覧履歴画面の一例を示す説明図である。
【図１７】閲覧履歴画面の一例を示す説明図である。
【図１８】本発明の第４の実施形態であるWebコンテンツ閲覧情報表示装置の構成の一例
を示す構成図である。
【図１９】ブックマーク画面の一例を示す説明図である。
【図２０】ブックマーク画面の一例を示す説明図である。
【図２１】本発明の第５の実施形態であるWebコンテンツ閲覧情報表示装置の構成の一例
を示す構成図である。
【図２２】PC向けWebコンテンツの変換処理の一例を示す説明図である。
【図２３】PC向けWebコンテンツを変換処理したWebコンテンツの一例を示す説明図である
。
【図２４】Webコンテンツ画像生成処理の一例を示す説明図である。
【図２５】閲覧履歴画面の一例を示す説明図である。
【図２６】ページブロック選択画面の一例を示す説明図である。
【図２７】本発明の第６の実施形態であるWebコンテンツ閲覧情報表示装置の構成の一例
を示す構成図である。
【図２８】閲覧履歴画面の一例を示す説明図である。
【図２９】ページブロック選択画面の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１２５】
　１　入力手段
　２　出力手段
　３　コンテンツ閲覧操作制御部
　４　ネットワーク通信部
　５　閲覧履歴画面生成部
　６　閲覧動作取得部
　７　コンテンツ画像生成部
　８　閲覧履歴情報記憶部
　９　ブックマーク画面生成部
　１０　ブックマーク情報記憶部
　１１　コンテンツ変換部
　１２　ページブロック選択生成部
　２０、２１、２２、２３、２４、２５　Webコンテンツ閲覧情報表示装置
　３０　インターネット
　５１　タイトル修正部
　５２　閲覧経路選択生成部
　６１　レイアウト解析部
　７１　ブロック画像生成部
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